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　困ったときは・・・


◆菊川市消費生活センター（市役所商工観光課内） ☎３５-０９３７


◆菊川警察署 ☎３６-０１１０　◆地域包括支援ｾﾝﾀｰ ☎３７-１１２０








　店舗販売の商品の返品・交換ルールは？


お店にお祭り用品を買いに行った。試着して少し大きめ


だったが、残り一つだったので購入。


その後、他店でサイズがちょうどよい物を見つけ購入した。


最初に買ったお店で返品しようとしたが、「できない」と


言われた。本当に返品できないのか?


　　　　　　　　　　　　　　　（50歳代　女性からの相談）
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　　　　　　　≪アドバイス≫


　　　　　　◎これは店舗販売といわれるもので、消費者が誰に勧誘されるわけでもなく


　　　　　　　自分の意思で店舗に出向き、自由に選択できる商品の中から購入する販売


　　　　　　　形態です。


　　　　　　●店舗販売は不意打ち性がなく、検討時間が十分にあり、商品を間近に確か


　　　　　　　めることができることから、注１クーリング・オフ制度の適用はありません。


●返品を希望する場合は、消費者がお店側と交渉することになります。


　　※不良品はもちろん交換してもらえますが、やっぱりデザインや色が気に入らない、サイズが合わな


　　　かった、家族に反対された、などの理由では一般に解約（返品）できません。


●レシートを持って行ったら返品してもらえた、あるいは他の商品と交換してもらえたとい


　う場合もありますが、それはあくまでもそのお店の好意による（好意で独自に返品・交換


　ルールを定めている）ものです。購入前に返品・交換ルールを確かめることも必要かもし


　れません。





注１：クーリング・オフ制度…訪問販売などで商品を買った後でも、一定期間内なら契約を解除できる制度。
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高齢者や障がい者の方々、そのご家族の方々に情報提供・注意喚起をお願いします。


何かあったときには、消費生活センター、地域包括支援センターまたは、福祉課のいずれかに連絡をください。


菊川市高齢消費者・障がい消費者「見守りネット」へのご協力をお願いします。





高齢消費者・障がい消費者を見守ろう！


消費者被害緊急情報 をお届けします








